
融資資金使途詳細内訳表  
令和   年   月   日 

船 橋 市 長 あ て       
 

融資申込者：                  
 

 

 

 

 

※資金の使途として「市外」の事業所に係る経費は認められませんので、ご注意
ください（市内と市外に事業所がある事業者については、資金使途として認め
られるものは、市内の事業所のみとなります）。 

［該当規則］当該資金を市内の事業所に係る設備及び運転に要する経費に充てな
ければならない。（船橋市中小企業融資規則第 12条） 

 

運転資金申込に係る詳細 

※決算書や試算表等をもとに根拠のある金額を記入してください。 

※資金使途が給与手当等以外の経費（広告宣伝費、賃借料、消耗品費等）の場合は、 

上記の欄に適宜追加し記載してください。 

  ※役員報酬や租税公課等、資金使途として認められないものがございます。 

詳細については、リーフレット「資金使途の制限」等をご確認ください。 

設備資金申込に係る詳細 

■設備種別（下記のいずれかに○をし、その他の場合は詳細を記入して下さい。） 

建物新築 ・ リフォーム ・ 機械購入 ・ 車両購入 ・ その他（           ） 

■車両購入の場合（下記のいずれかの□にチェック。下記以外に当たる場合は原則不可） 

□トラック・タクシー等（緑ナンバー等） □工事・福祉用（パワーショベル等） □商用車（ナン

バーが 1（普通貨物）、2（11人以上普通）、4（貨物車両））  □車検登録が法人名である 
 

最終見積額（合計）Ａ 設備資金上限 融資上限額 金額 

円 
Ａ×９割＝ 

円 
＞＝         円 

 

船橋市資金繰り円滑化借換融資制度取扱要綱に基づく金額 

金額            円 

科目 金額 

給与手当 円 

賞  与 円 

仕 入 費 円 

外 注 費 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

合計 円 

取扱金融機関が申込者からの聞き取りにより記入した場合は、 
記入者の氏名と印 

   銀行    支店 氏名：          
□ 取 扱 金 融 機 関  



提出先 船橋市役所 経済部 商工振興課 
Tel ０４７-４３６－２４７５  Fax ０４７-４３６－２４６６ 

裏面も必ず記入してください。 

 

 

◆ 下 記 の 確 認 書 は 、 取 扱 金 融 機 関 に お い て 記 入 し て く だ さ い 。 

◆ 裏 面 の 「 融 資 資 金 使 途 詳 細 内 訳 表 」 も 必 ず 記 入 し て く だ さ い 。    

  

        

新規申込者に係る実態確認書  
（船橋市中小企業融資制度資金を初めて申込みする中小企業者） 

今回、船橋市中小企業融資制度資金を初めて申し込む中小事業者について、下記項目を確認しました。 

１．申込人名（法人・個人） 

２．上記企業の確認日時   令和   年   月   日   時頃  
□ 訪問にて確認    □ 面接にて聞き取り 

３．今回の申し込みに係る事業所の形態について（市内に設置されていること） 

□ 事務所   □ 店舗   □ 工場   □ 自宅兼事務所 

４．上記の事業所にあるもの 

□ 看板 □表札（法人名、個人ならば屋号等） □機械 □車両（法人名義）   
□ 帳簿類  □証ひょう書類  □商品  

□その他（                     ） 

５．市外にある事業所等について 

□市外にはなし      □事務所がある  □店舗がある  □工場がある 

６．新しい事業所等の開設予定有無      □市内・市外ともに開設予定なし 

   □市内に開設予定（  年  月頃）   □市外に開設予定（  年  月頃） 

※ 船橋市中小企業融資規則第１２条により「資金の融資を受けた者は、当該資金を市内の事業所に 

係る設備及び運転に要する経費に充てなければならない」と定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

記入日：令和   年   月   日 

金融機関名：       銀行・信用金庫       支店／担当者名：        

 


